
JP 6208634 B2 2017.10.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の商品に対する第２の商品のコーディネートを行うコーディネートサーバであって
、
　前記第１の商品の提供元が設定する、前記第１の商品との組み合わせが可能な商品に関
する情報であるコーディネート条件を取得するコーディネート条件取得部と、
　前記コーディネート条件に基づいて、前記第２の商品の候補商品によって構成される第
１の商品群を生成する商品群生成部と、
　を備え、
　前記コーディネート条件は、組み合わせに関する制限が無いことを示す無制限条件、特
定の提供元が提供する商品との組み合わせの可否を示す提供元条件、及び特定のブランド
の商品との組み合わせの可否を示すブランド条件のうち少なくともいずれか１つに基づい
て定められるコーディネートサーバ。
【請求項２】
　前記コーディネート条件取得部は、
　前記第１の商品の提供元を示す提供元情報を取得し、前記提供元情報と前記提供元が設
定する前記コーディネート条件とを関連付けて定める条件テーブルを参照し、前記提供元
情報に基づいて前記コーディネート条件を取得する請求項１に記載のコーディネートサー
バ。
【請求項３】
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　前記コーディネート条件取得部に接続され、前記条件テーブルを記憶する条件記憶部と
、
　前記条件記憶部に接続され、前記条件テーブルに定められる前記提供元が設定する前記
コーディネート条件の書き換えを行う条件書換部と、
　前記条件書換部に接続され、前記コーディネート条件の変更指示を受け付ける変更指示
受付部と、を更に備え、
　前記条件書換部は、前記変更指示受付部が受け付けた前記変更指示に応じて、前記条件
記憶部に記憶される前記条件テーブルに定められる前記コーディネート条件を書き換える
請求項２に記載のコーディネートサーバ。
【請求項４】
　前記第１の商品及び前記第２の商品を含む複数の商品の情報が記憶されている商品デー
タベースを備え、
　前記商品群生成部は、前記商品データベースに記憶されている商品の中から、前記コー
ディネート条件に基づいて、前記第２の商品の候補商品によって構成される第１の商品群
を生成する請求項１から３のいずれか１項に記載のコーディネートサーバ。
【請求項５】
　前記商品群生成部は、前記第２の商品の候補商品の提供元が設定する、前記第２の商品
の候補商品との組み合わせが可能な商品に関する情報である候補商品条件に基づいて、前
記第２の商品の候補商品によって構成される第２の商品群を生成する請求項１から４のい
ずれか１項に記載のコーディネートサーバ。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載のコーディネートサーバとクライアント端末がネ
ットワークを介して接続されているコーディネートシステムにおいて、
　前記コーディネートサーバの前記コーディネート条件取得部は、前記クライアント端末
から前記ネットワークを介して送られてくる第１の商品販売情報に基づいて、前記コーデ
ィネート条件を取得し、
　前記第１の商品販売情報は、前記第１の商品を特定するための第１の商品特定情報と、
前記コーディネート条件及び前記第１の商品の提供元を示す提供元情報のうち少なくとも
一方とを含むコーディネートシステム。
【請求項７】
　前記クライアント端末は、
　表示部と、
　ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部と、
　前記ネットワークを介して前記コーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端
末通信部と、
　前記表示部、前記入力指示受付部及び前記端末通信部に接続される端末コントローラと
、
　を備え、
　前記クライアント端末の前記端末コントローラは、
　前記端末通信部を介して、前記第１の商品の複数の候補商品を示す第１の商品候補情報
を取得し、
　前記第１の商品候補情報に基づいて、前記第１の商品の複数の候補商品の情報を前記表
示部に表示させ、
　前記入力指示受付部が受け付けた前記入力指示に基づいて、前記第１の商品の複数の候
補商品の中からユーザによって選択される商品を前記第１の商品として特定し、
　前記第１の商品特定情報は、前記端末コントローラによって特定された前記第１の商品
を示す請求項６に記載のコーディネートシステム。
【請求項８】
　前記ネットワークには第１の商品提供システムが接続され、
　前記第１の商品候補情報は、前記第１の商品提供システムから前記ネットワーク及び前
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記端末通信部を介して前記端末コントローラに送信される請求項７に記載のコーディネー
トシステム。
【請求項９】
　前記クライアント端末は、
　ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部と、
　前記ネットワークを介して前記コーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端
末通信部と、
　前記入力指示受付部及び前記端末通信部に接続される端末コントローラと、
　を備え、
　前記クライアント端末の前記端末コントローラは、
　前記端末通信部を介して、レコメンド商品を示すレコメンド商品情報を取得し、
　前記レコメンド商品情報に基づいて、前記レコメンド商品を前記第１の商品として特定
し、
　前記第１の商品特定情報は、前記端末コントローラによって特定された前記第１の商品
を示す請求項６に記載のコーディネートシステム。
【請求項１０】
　前記クライアント端末は、
　ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部と、
　前記ネットワークを介して前記コーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端
末通信部と、
　前記入力指示受付部及び前記端末通信部に接続される端末コントローラと、
　を備え、
　前記クライアント端末の前記端末コントローラは、前記端末通信部を介して、レコメン
ド商品を示すレコメンド商品情報を取得し、
　前記第１の商品特定情報は、前記レコメンド商品情報を含み、
　前記コーディネートサーバの前記コーディネート条件取得部は、前記第１の商品特定情
報に含まれる前記レコメンド商品情報が示す前記レコメンド商品を前記第１の商品として
特定する請求項６に記載のコーディネートシステム。
【請求項１１】
　前記ネットワークには第１の商品提供システムが接続され、
　前記レコメンド商品情報は、前記第１の商品提供システムから前記ネットワーク及び前
記端末通信部を介して前記端末コントローラに送信される請求項９又は１０に記載のコー
ディネートシステム。
【請求項１２】
　前記コーディネートサーバは、
　前記ネットワークを介して前記クライアント端末との間で通信を行うシステム通信部と
、
　前記第１の商品群を構成する前記第２の商品の前記候補商品の商品画像を取得し、当該
第２の商品の前記候補商品の前記商品画像を前記システム通信部及び前記ネットワークを
介して前記クライアント端末に送信する画像取得部と、
　を更に備え、
　前記クライアント端末は、
　表示部と、
　ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部と、
　前記ネットワークを介して前記コーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端
末通信部と、
　前記表示部、前記入力指示受付部及び前記端末通信部に接続される端末コントローラと
、
　を備え、
　前記端末コントローラは、前記ネットワーク及び前記端末通信部を介して受信した前記
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第２の商品の前記候補商品の前記商品画像を前記表示部に表示させる請求項６から１１の
いずれか１項に記載のコーディネートシステム。
【請求項１３】
　前記コーディネートサーバは、
　前記ネットワークを介して前記クライアント端末との間でデータの送受信を行うシステ
ム通信部と、
　前記第１の商品群を構成する前記第２の商品の前記候補商品の中から前記第２の商品を
特定する第２の商品特定部と、
　前記第２の商品特定部によって特定された前記第２の商品の商品画像を取得し、当該第
２の商品の商品画像を前記システム通信部及び前記ネットワークを介して前記クライアン
ト端末に送信する画像取得部と、
　を更に備える請求項６から１１のいずれか１項に記載のコーディネートシステム。
【請求項１４】
　前記クライアント端末は、
　前記ネットワークを介して前記コーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端
末通信部と、第１の商品特定画像を読み取り可能な画像読取部と、
　前記画像読取部が読み取った前記第１の商品特定画像を解析することで前記第１の商品
販売情報を取得して当該前記第１の商品販売情報を前記端末通信部及び前記ネットワーク
を介して前記コーディネートサーバに送信する画像解析部と、
　を備える請求項６に記載のコーディネートシステム。
【請求項１５】
　前記第１の商品特定画像は、ＱＲコード（登録商標）、バーコード、又はＡｕｇｍｅｎ
ｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙマーカに基づく画像である請求項１４に記載のコーディネートシ
ステム。
【請求項１６】
　前記端末コントローラは、前記第１の商品に対してコーディネートが可能であることを
示すコーディネート可能画像の前記表示部における表示又は非表示を、前記コーディネー
ト条件に応じて決定する請求項７に記載のコーディネートシステム。
【請求項１７】
　第１の商品に対する第２の商品のコーディネートをコーディネートサーバにより行うコ
ーディネート方法であって、
　前記第１の商品の提供元が設定する、前記第１の商品との組み合わせが可能な商品に関
する情報であるコーディネート条件を、前記コーディネートサーバのコーディネート条件
取得部により、取得するコーディネート条件取得ステップと、
　前記コーディネート条件に基づいて、前記第２の商品の候補商品によって構成される第
１の商品群を、前記コーディネートサーバの商品群生成部により、生成する商品群生成ス
テップと、
　を含み、
　前記コーディネート条件は、組み合わせに関する制限が無いことを示す無制限条件、特
定の提供元が提供する商品との組み合わせの可否を示す提供元条件、及び特定のブランド
の商品との組み合わせの可否を示すブランド条件のうち少なくともいずれか１つに基づい
て定められるコーディネート方法。
【請求項１８】
　第１の商品に対する第２の商品のコーディネートを行うコーディネートサーバであって
、
　前記第１の商品の提供元が設定する、前記第１の商品との組み合わせが可能な商品に関
する情報であるコーディネート条件を取得するコーディネート条件取得部と、
　前記コーディネート条件に基づいて、前記第２の商品の候補商品によって構成される第
１の商品群を生成する商品群生成部と、
　を備え、
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　前記商品群生成部は、前記第２の商品の候補商品の提供元が設定する、前記第２の商品
の候補商品との組み合わせが可能な商品に関する情報である候補商品条件に基づいて、前
記第２の商品の候補商品によって構成される第２の商品群を生成するコーディネートサー
バ。
【請求項１９】
　第１の商品に対する第２の商品のコーディネートをコーディネートサーバにより行うコ
ーディネート方法であって、
　前記第１の商品の提供元が設定する、前記第１の商品との組み合わせが可能な商品に関
する情報であるコーディネート条件を、前記コーディネートサーバのコーディネート条件
取得部により、取得するコーディネート条件取得ステップと、
　前記コーディネート条件に基づいて、前記第２の商品の候補商品によって構成される第
１の商品群を、前記コーディネートサーバの商品群生成部により、生成する商品群生成ス
テップと、
　を含み、
　前記商品群生成ステップは、前記第２の商品の候補商品の提供元が設定する、前記第２
の商品の候補商品との組み合わせが可能な商品に関する情報である候補商品条件に基づい
て、前記第２の商品の候補商品によって構成される第２の商品群を生成するコーディネー
ト方法。
【請求項２０】
　第１の商品に対する第２の商品のコーディネートを行うコーディネートサーバであって
、
　前記第１の商品の提供元が設定する、前記第１の商品との組み合わせが可能な商品に関
する情報であるコーディネート条件を取得するコーディネート条件取得部と、
　前記コーディネート条件に基づいて、前記第２の商品の候補商品によって構成される第
１の商品群を生成する商品群生成部と、
　を備えるコーディネートサーバとクライアント端末がネットワークを介して接続されて
いるコーディネートシステムにおいて、
　前記コーディネートサーバの前記コーディネート条件取得部は、前記クライアント端末
から前記ネットワークを介して送られてくる第１の商品販売情報に基づいて、前記コーデ
ィネート条件を取得し、
　前記第１の商品販売情報は、前記第１の商品を特定するための第１の商品特定情報と、
前記コーディネート条件及び前記第１の商品の提供元を示す提供元情報のうち少なくとも
一方とを含み、
　前記クライアント端末は、
　表示部と、
　ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部と、
　前記ネットワークを介して前記コーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端
末通信部と、
　前記表示部、前記入力指示受付部及び前記端末通信部に接続される端末コントローラと
、
　を備え、
　前記クライアント端末の前記端末コントローラは、
　前記端末通信部を介して、前記第１の商品の複数の候補商品を示す第１の商品候補情報
を取得し、
　前記第１の商品候補情報に基づいて、前記第１の商品の複数の候補商品の情報を前記表
示部に表示させ、
　前記入力指示受付部が受け付けた前記入力指示に基づいて、前記第１の商品の複数の候
補商品の中からユーザによって選択される商品を前記第１の商品として特定し、
　前記第１の商品特定情報は、前記端末コントローラによって特定された前記第１の商品
を示し、
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　前記端末コントローラは、前記第１の商品に対してコーディネートが可能であることを
示すコーディネート可能画像の前記表示部における表示又は非表示を、前記コーディネー
ト条件に応じて決定するコーディネートシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コーディネートサーバ、コーディネートシステム、及びコーディネート方法
に関し、特に電子商取引（ＥＣ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）で扱われる
商品群からコーディネート商品を検索するコーディネートサーバ、コーディネートシステ
ム、及びコーディネート方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット上における電子商取引サイト（ＥＣサイト）で服飾品等の商品を購入す
る際に、ユーザ（消費者）は、２種類以上の商品を調和させる組み合わせ（コーディネー
ト）を考慮して商品を購入する場合がある。
【０００３】
　従来より、商品が撮影された画像（以下、「商品画像」とも呼ぶ）を電子端末上に表示
させて、２以上の商品が調和するように各商品を選ぶことが行われてきた。
【０００４】
　また、ユーザに対して、予め設定されたお勧め商品（レコメンド商品）を提供すること
が行われている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、商品間の相関情報に基づいて、商品群からレコメンド商品を
特定してユーザに提供する技術が開示されている。
【０００６】
　さらに、ユーザが商品群の中から所望の商品を効率的に検索することを可能にする技術
が従来より考えられている。
【０００７】
　例えば、特許文献２には、商品が検索される際に、「ブランド」、「価格」、又は「カ
テゴリ」に関しての検索条件を考慮して、商品が検索される技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２８２０９８号公報
【特許文献２】特開２０１０－３９５９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１及び２に記載の技術では、商品のコーディネートを行う場合
に、商品の提供元（ＥＣサイト又はサプライヤ）側の意向を反映させた検索を、ユーザに
行わせることが考慮されていない。すなわち、特許文献１及び２の技術では、商品の提供
元が、ユーザが行う商品の検索の範囲を制限することが考慮されていない。
【００１０】
　実際の商取引において商品の提供元は、商品の販売戦略や競合他社との関係を考慮して
、ユーザが行う商品の検索を制限したいという意向を有している場合が多い。例えば、自
社製品のトップスに組み合わせるボトムスの購入を考えているユーザには、自社製品のみ
で構成した商品群の中からボトムスを選択させたいという意向を有する提供元がいる。ま
た、自社製品のトップスに組み合わせるボトムスの購入を考えているユーザには、自社製
品及び特定のブランドの製品のみで構成された商品群の中からボトムスを選択させたいと
いう意向を有する提供元もいる。
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【００１１】
　特許文献１及び２に記載された技術では、商品の選択のためにユーザに提示される商品
群に対して提供元の意向を反映させることができず、商品の提供元の販売戦略や要求を十
分には満足させることができない。
【００１２】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、第１の商品に組み
合わされる第２の商品の検索において、第１の商品の提供元の意向を反映させることが可
能なコーディネートサーバ、コーディネートシステム、及びコーディネート方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一の態様であるコーディネートサーバは、第１の商品に対する第２の商品のコ
ーディネートを行うコーディネートサーバであって、第１の商品の提供元が設定する、第
１の商品との組み合わせが可能な商品に関する情報であるコーディネート条件を取得する
コーディネート条件取得部と、コーディネート条件に基づいて、第２の商品の候補商品に
よって構成される第１の商品群を生成する商品群生成部と、を備える。
【００１４】
　本態様によれば、第１の商品の提供元の意向を反映した「第２の商品の候補商品によっ
て構成される第１の商品群」を生成することができる。本態様では、第１の商品の提供元
がコーディネート条件の設定者となってコーディネート条件を設定するため、コーディネ
ート条件はその提供元の意向が反映されていると考えられる。コーディネート条件の設定
者である第１の商品の提供元は、例えば第１の商品を扱うＥＣサイト（サイト運営者）又
はサプライヤである。また、例えば商品のコーディネートを行う場合に第１番目に選択さ
れた商品を「第１の商品」とすることができ、「第１の商品」と組み合わされるコーディ
ネート対象として選ばれる商品を「第２の商品」とすることができる。
【００１５】
　望ましくは、コーディネート条件は、組み合わせに関する制限が無いことを示す無制限
条件、特定の提供元が提供する商品との組み合わせの可否を示す提供元条件、特定のブラ
ンドの商品との組み合わせの可否を示すブランド条件、特定の価格の商品との組み合わせ
の可否を示す価格条件及び商品の在庫状態を示す在庫条件のうち少なくともいずれか１つ
に基づいて定められる。
【００１６】
　本態様によれば、「組み合わせに関する制限が無いことを示す無制限条件」、「特定の
提供元が提供する商品との組み合わせの可否を示す提供元条件」、「特定のブランドの商
品との組み合わせの可否を示すブランド条件」、「特定の価格の商品との組み合わせの可
否を示す価格条件」及び「商品の在庫状態を示す在庫条件」のうち少なくともいずれか１
つを含むコーディネート条件に基づいて、第２の商品の候補商品によって構成される第１
の商品群が生成される。これにより、本態様は、コーディネート条件の設定者である第１
の商品の提供元の意向が反映された商品群をユーザに提供することができる。
【００１７】
　望ましくは、コーディネート条件取得部は、第１の商品の提供元を示す提供元情報を取
得し、提供元情報と提供元が設定するコーディネート条件とを関連付けて定める条件テー
ブルを参照し、提供元情報に基づいてコーディネート条件を取得する。
【００１８】
　本態様によれば、第１の商品に関する提供元情報が取得され、この提供元情報に基づい
て、条件テーブルが参照されてコーディネート条件が取得される。このように提供元情報
から取得されるコーディネート条件に基づいて、第２の商品の候補商品によって構成され
る第１の商品群が生成されてもよい。
【００１９】
　望ましくは、コーディネートサーバは、コーディネート条件取得部に接続され、条件テ
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ーブルを記憶する条件記憶部と、条件記憶部に接続され、条件テーブルに定められる提供
元が設定するコーディネート条件の書き換えを行う条件書換部と、条件書換部に接続され
、コーディネート条件の変更指示を受け付ける変更指示受付部と、を更に備え、条件書換
部は、変更指示受付部が受け付けた変更指示に応じて、条件記憶部に記憶される条件テー
ブルに定められるコーディネート条件を書き換える。
【００２０】
　本態様によれば、変更指示受付部が受け付ける変更指示に応じてコーディネート条件が
変更可能であるので、コーディネート条件の設定者である第１の商品の提供元の意向をコ
ーディネート条件に対してより柔軟に反映させることができる。
【００２１】
　望ましくは、コーディネートサーバは、第１の商品及び第２の商品を含む複数の商品の
情報が記憶されている商品データベースを備え、商品群生成部は、商品データベースに記
憶されている商品の中から、コーディネート条件に基づいて、第２の商品の候補商品によ
って構成される第１の商品群を生成する。
【００２２】
　本態様によれば、コーディネートサーバが商品の情報が記憶されている商品データベー
スを有するので、ユーザに商品データベースに記憶される商品の中から選ばれる商品を提
供することができる。
【００２３】
　望ましくは、商品群生成部は、第２の商品の候補商品の提供元が設定する、第２の商品
の候補商品との組み合わせが可能な商品に関する情報である候補商品条件に基づいて、第
２の商品の候補商品によって構成される第２の商品群を生成する。
【００２４】
　本態様によれば、第２の候補商品の提供元が設定する候補条件に基づいて、第２の商品
群が生成されるので、第２の候補商品の提供元の意向が反映された商品群をユーザに提供
することができる。
【００２５】
　本発明の他の態様であるコーディネートシステムは、上述のコーディネートサーバとク
ライアント端末がネットワークを介して接続されているコーディネートシステムにおいて
、コーディネートサーバのコーディネート条件取得部は、クライアント端末からネットワ
ークを介して送られてくる第１の商品販売情報に基づいて、コーディネート条件を取得し
、第１の商品販売情報は、第１の商品を特定するための第１の商品特定情報と、コーディ
ネート条件及び第１の商品の提供元を示す提供元情報のうち少なくとも一方とを含む。
【００２６】
　本態様によれば、クライアント端末から送られてくる第１の商品販売情報に基づいてコ
ーディネート条件が取得され、そのコーディネート条件に基づいて生成された第１の商品
群がユーザに提供される。このように、本態様では、クライアント端末からの情報を基に
コーディネートサーバで第１の商品群が生成され、その商品群をユーザに提供することが
できる。
【００２７】
　望ましくは、クライアント端末は、表示部と、ユーザからの入力指示を受け付ける入力
指示受付部と、ネットワークを介してコーディネートサーバとの間でデータの送受信を行
う端末通信部と、表示部、入力指示受付部及び端末通信部に接続される端末コントローラ
と、を備え、クライアント端末の端末コントローラは、端末通信部を介して、第１の商品
の複数の候補商品を示す第１の商品候補情報を取得し、第１の商品候補情報に基づいて、
第１の商品の複数の候補商品の情報を表示部に表示させ、入力指示受付部が受け付けた入
力指示に基づいて、第１の商品の複数の候補商品の中からユーザによって選択される商品
を第１の商品として特定し、第１の商品特定情報は、端末コントローラによって特定され
た第１の商品を示す。
【００２８】
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　本態様によれば、クライアント端末においてユーザにより第１の商品が特定され、特定
された第１の商品に基づく第１の商品販売情報がコーディネートサーバに送信される。こ
れにより、本態様は、クライアント端末においてユーザが選択及び特定した第１の商品に
基づいて生成された「第２の商品の候補商品によって構成される第１の商品群」をユーザ
に提供することができる。
【００２９】
　望ましくは、ネットワークには第１の商品提供システムが接続され、第１の商品候補情
報は、第１の商品提供システムからネットワーク及び端末通信部を介して端末コントロー
ラに送信される。
【００３０】
　本態様によれば、第１の商品候補情報が第１の商品提供システムから提供されるので、
第１の商品提供システムに保持されている第１の商品群の中から第１の商品をユーザに選
択させることができる。
【００３１】
　望ましくは、クライアント端末は、ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部
と、ネットワークを介してコーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端末通信
部と、入力指示受付部及び端末通信部に接続される端末コントローラと、を備え、クライ
アント端末の端末コントローラは、端末通信部を介して、レコメンド商品を示すレコメン
ド商品情報を取得し、レコメンド商品情報に基づいて、レコメンド商品を第１の商品とし
て特定し、第１の商品特定情報は、端末コントローラによって特定された第１の商品を示
す。
【００３２】
　本態様によれば、クライアント端末において、レコメンド商品が第１の商品として特定
され、特定された第１の商品に基づく第１の商品販売情報がコーディネートサーバに送信
される。これにより、本態様は、第１の商品（レコメンド商品）に基づいて生成された「
第２の商品の候補商品によって構成される第１の商品群」をユーザに提供することができ
る。
【００３３】
　望ましくは、クライアント端末は、ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部
と、ネットワークを介してコーディネートサーバとの間でデータの送受信を行う端末通信
部と、入力指示受付部及び端末通信部に接続される端末コントローラと、を備え、クライ
アント端末の端末コントローラは、端末通信部を介して、レコメンド商品を示すレコメン
ド商品情報を取得し、第１の商品特定情報は、レコメンド商品情報を含み、コーディネー
トサーバのコーディネート条件取得部は、第１の商品特定情報に含まれるレコメンド商品
情報が示すレコメンド商品を第１の商品として特定する。
【００３４】
　本態様によれば、コーディネートサーバにおいて、レコメンド商品が第１の商品として
特定され、特定された第１の商品に基づいてコーディネート条件が取得され、そのコーデ
ィネート条件に基づいて第１の商品群が生成される。これにより、本態様は、コーディネ
ートサーバにおいて特定された第１の商品（レコメンド商品）に基づいて生成された「第
２の商品の候補商品によって構成される第１の商品群」をユーザに提供することができる
。
【００３５】
　望ましくは、ネットワークには第１の商品提供システムが接続され、レコメンド商品情
報は、第１の商品提供システムからネットワーク及び端末通信部を介して端末コントロー
ラに送信される。
【００３６】
　本態様によれば、レコメンド商品情報が第１の商品提供システムから送信されるので、
第１の商品提供システムが有するレコメンド商品情報に基づいて、第１の商品が選択され
る。
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【００３７】
　望ましくは、コーディネートサーバは、ネットワークを介してクライアント端末との間
で通信を行うシステム通信部と、第１の商品群を構成する第２の商品の候補商品の商品画
像を取得し、第２の商品の候補商品の商品画像をシステム通信部及びネットワークを介し
てクライアント端末に送信する画像取得部と、を更に備え、クライアント端末は、表示部
と、ユーザからの入力指示を受け付ける入力指示受付部と、ネットワークを介してコーデ
ィネートサーバとの間でデータの送受信を行う端末通信部と、表示部、入力指示受付部及
び端末通信部に接続される端末コントローラと、を備え、端末コントローラは、ネットワ
ーク及び端末通信部を介して受信した第２の商品の候補商品の商品画像を表示部に表示さ
せる。
【００３８】
　本態様によれば、コーディネートサーバにより生成された第２の商品の候補商品から構
成される第１の商品群の商品画像がクライアント端末の表示部に表示される。これにより
、本態様は、クライアント端末において、第２の商品の候補商品の商品画像をユーザに提
供することができる。
【００３９】
　望ましくは、コーディネートサーバは、ネットワークを介してクライアント端末との間
でデータの送受信を行うシステム通信部と、第１の商品群を構成する第２の商品の候補商
品の中から第２の商品を特定する第２の商品特定部と、第２の商品特定部によって特定さ
れた第２の商品の商品画像を取得し、第２の商品の商品画像をシステム通信部及びネット
ワークを介してクライアント端末に送信する画像取得部と、を更に備える。
【００４０】
　本態様によれば、コーディネートサーバにおいて第２の商品が特定され、ユーザ端末に
は特定された第２の商品の商品画像が送信される。これにより、本態様は、ユーザに対し
てコーディネート条件に応じた第２の商品を提供することができる。
【００４１】
　望ましくは、クライアント端末は、ネットワークを介してコーディネートサーバとの間
でデータの送受信を行う端末通信部と、第１の商品特定画像を読み取り可能な画像読取部
と、画像読取部が読み取った第１の商品特定画像を解析することで第１の商品販売情報を
取得して第１の商品販売情報を端末通信部及びネットワークを介してコーディネートサー
バに送信する画像解析部と、を備える。
【００４２】
　本態様によれば、クライアント端末において、第１の商品特定画像が読み取られ、読み
取られた第１の商品特定画像に基づいて第１の商品販売情報が取得され、コーディネート
サーバに第１の商品販売情報が送信される。これにより、本態様は、第１の商品特定画像
を利用して第１の商品を特定するコーディネートを行うことを実現することができる。な
お、「第１の商品特定画像」とは、画像が読み取られることにより第１の商品を特定する
ことができる画像である。
【００４３】
　望ましくは、第１の商品特定画像は、ＱＲコード（登録商標）、バーコード、又はＡｕ
ｇｍｅｎｔｅｄＲｅａｌｉｔｙマーカに基づく画像である。
【００４４】
　本態様によれば、ＱＲコード（登録商標）、バーコード、又はＡｕｇｍｅｎｔｅｄＲｅ
ａｌｉｔｙマーカにより第１の商品販売情報が取得される。
【００４５】
　望ましくは、端末コントローラは、第１の商品に対してコーディネートが可能であるこ
とを示すコーディネート可能画像の表示部における表示又は非表示を、コーディネート条
件に応じて決定する。
【００４６】
　本態様によれば、コーディネート可能画像の表示又は非表示が切り替えられ、ユーザへ
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のコーディネートに関するサービスの提供を制御することが可能である。
【００４７】
　本発明の他の態様であるコーディネート方法は、第１の商品に対する第２の商品のコー
ディネートを行うコーディネート方法であって、第１の商品の提供元が設定する、第１の
商品との組み合わせが可能な商品に関する情報であるコーディネート条件を取得するコー
ディネート条件取得ステップと、コーディネート条件に基づいて、第２の商品の候補商品
によって構成される第１の商品群を生成する商品群生成ステップと、を含む。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明によれば、コーディネート条件が第１の商品の提供元によって設定され、そのコ
ーディネート条件に基づいて、第２の商品の候補商品によって構成される第１の商品群が
生成される。したがって、第１の商品に組み合わされる第２の商品の検索において、第１
の商品の提供元の意向を的確に反映させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】コーディネートシステムの概念図である。
【図２】コーディネートサーバの機能構成例を示すブロック図である。
【図３】コーディネート条件テーブルに関するデータ構造の概念図である。
【図４】商品に関するデータのデータ構造の概念図である。
【図５】感性空間及び物理計測空間の関係を示す概念図である。
【図６】コーディネート条件テーブルに関するデータ構造の概念図である。
【図７】クライアント端末の外観を示す概念図である。
【図８】クライアント端末の表示部にコーディネートルームが表示されていることを示す
概念図である。
【図９】クライアント端末の機能構成例を示すブロック図である。
【図１０】コーディネートシステムの動作を示すフロー図である。
【図１１】コーディネートシステムの動作を示すフロー図である。
【図１２】コーディネートシステムの動作を示すフロー図である。
【図１３】コーディネートシステムの動作を示すフロー図である。
【図１４】コーディネートサーバの機能構成例を示すブロック図である。
【図１５】コーディネートシステムの動作フロー図である。
【図１６】クライアント端末の機能構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下、添付図面に従って本発明に係るコーディネートサーバ、コーディネートシステム
、及びコーディネート方法の具体的な実施の形態について説明する。以下の実施形態では
「服飾品、特に衣服」を商品とする例について説明するが、これに限定されず、他の任意
の商品に関してコーディネートする場合も本発明は適用される。
【００５１】
　図１は、本発明に係るコーディネートシステム１の概念図である。本実施形態に係るコ
ーディネートシステム１は、コーディネートサーバ１０と、複数の一般消費者（ユーザ）
のクライアント端末１１と、複数の電子商取引サイト（ＥＣサイト）（第１の商品提供シ
ステム）ＥＣ０～ＥＣｎとがインターネット等のネットワーク１２を介して接続されて構
成される。
【００５２】
　コーディネートサーバ１０は、コーディネートシステム１におけるサーバに相当し、ク
ライアント端末１１は、コーディネートシステム１におけるクライアントに相当する。ま
た、ＥＣサイトは、コーディネートシステム１におけるサーバに相当する。コーディネー
トサーバ１０は、２以上の商品を適宜組み合わせた（コーディネートした）商品であるコ
ーディネート商品をユーザに提案したり、ＥＣサイトＥＣ０～ＥＣｎが取り扱っている商



(12) JP 6208634 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

品をユーザに紹介するサービスを行い、ＥＣサイトＥＣ０～ＥＣｎの事業者からサービス
に対する報酬を受け取るアフィリエイトサイトを提供する。
【００５３】
　クライアント端末１１は、ユーザが服飾品等の商品（コーディネート商品を含む）を検
索する際に操作する端末であり、例えばスマートフォン、タブレットデバイス等のポータ
ブル端末やパソコンなどの形態をとりうる。
【００５４】
　ＥＣサイトＥＣ０～ＥＣｎは、商品に関する情報（例えば、商品画像、ブランド、在庫
、価格、サイズ、レコメンド商品（お勧め商品）、及び購買情報等）をコーディネートサ
ーバ１０に提供したり、コーディネートサーバ１０を経由してアクセスしたクライアント
端末１１に対して、又はコーディネートサーバ１０を経由せずにアクセスしたクライアン
ト端末１１に対して、ＥＣサイトが取り扱っている商品に関する情報を提供する機能を備
える。また、ネットワーク１２には、図１に示すように複数のＥＣサイトが接続されても
よいし、単数のＥＣサイトが接続されてもよい。
【００５５】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に関して説明をする。
【００５６】
　図２は、コーディネートシステム１のコーディネートサーバ１０の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【００５７】
　コーディネートサーバ１０は、主にサーバ外部入出力部（システム通信部）２３、変更
指示受付部３４、コーディネート条件取得部２５、条件記憶部３８（条件書換部３５及び
コーディネート条件データベース（コーディネート条件ＤＢ）３７）、商品群生成部２７
、画像取得部２９、及び商品データベース（商品ＤＢ）３３を有する。なお、サーバ外部
入出力部２３はサーバ送信部２１及びサーバ受信部２２を備える。
【００５８】
　コーディネート条件取得部２５はコーディネート条件を取得する。ここで、コーディネ
ート条件とは、第２の商品の候補商品から構成される第１の商品群が生成する場合に参照
される条件であり、第２の商品の候補商品の選択を制限しうる。
【００５９】
　コーディネート条件取得部２５は、コーディネート条件をクライアント端末１１から直
接取得した場合には、取得したコーディネート条件を商品群生成部２７に送信する。コー
ディネート条件取得部２５がサーバ受信部２２を介してクライアント端末１１から直に取
得するコーディネート条件は、例えば以下のものが想定される。第１の商品の提供元がＡ
社であった場合には、例えば「Ａ社の取り扱い商品のみ第２の商品の候補商品とすること
が可能」、「Ａ社、Ｂ社、及びＣ社の取り扱い商品のみ第２の商品の候補商品とすること
が可能」、「Ａ社の取り扱い商品、ブランドαの商品、及びブランドβの商品のみ第２の
商品の候補商品とすることが可能」、「Ａ社の取り扱い商品、及び特定の価格帯の商品の
み第２の商品の候補商品とすることが可能」、「Ａ社の取り扱い商品、及び特定の在庫数
以上の商品のみ第２の商品の候補商品とすることが可能」、或いは「全ての商品が第２の
商品の候補商品とすることが可能（但し、少なくとも１つの商品はＡ社取り扱い商品を含
む）」という条件をコーディネート条件としうる。
【００６０】
　また、コーディネート条件取得部２５は、提供元情報を取得した場合には、コーディネ
ート条件データベース３７からコーディネート条件を取得する。ここで、提供元情報とは
第１の商品の提供元を特定することができる情報であれば特に限定されず、例えば、提供
元に割り当てられる識別番号や提供元の名称を提供元情報とすることができる。
【００６１】
　図３は、コーディネート条件データベース３７に記憶されるコーディネート条件テーブ
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ルに関するデータ構造の概念図である。コーディネート条件取得部２５は、コーディネー
ト条件データベース３７に記憶されているコーディネート条件テーブルを参照し、コーデ
ィネート条件を取得することができる。図３に示すように、コーディネート条件テーブル
が定めるコーディネート条件には、組み合わせに関する制限が無いことを示す「無制限条
件」、特定の提供元が提供する商品との組み合わせの可否を示す「提供元条件」、特定の
ブランドの商品との組み合わせの可否を示す「ブランド条件」、特定の価格の商品との組
み合わせの可否を示す「価格条件」、及び商品の在庫状態を示す「在庫条件」が含まれ、
各条件が提供元情報に関連づけられている。
【００６２】
　すなわち、コーディネート条件取得部２５が「第１の商品はＡ社サイトでの取り扱い商
品」という提供元情報を取得した場合には、図３のコーディネート条件テーブルでは全て
の条件に関して「無し」となっているので、コーディネート条件取得部２５は、「（第1
の商品と同じ提供元である）Ａ社の取り扱い商品のみ第２の商品の候補商品とすることが
可能」というコーディネート条件を取得する。また、コーディネート条件取得部２５が「
第１の商品はＢ社サイトでの取り扱い商品」という提供元情報を取得した場合には、図３
のコーディネート条件テーブルでは提供元条件に関して「Ｄ社」となっているので、コー
ディネート条件取得部２５は、「Ｂ社取り扱い商品及びＤ社取り扱い商品のみ第２の商品
の候補商品とすることが可能」というコーディネート条件を取得する。
【００６３】
　また、コーディネート条件取得部２５が「第１の商品はＣ社サイトでの取り扱い商品」
という提供元情報を取得した場合には、コーディネート条件取得部２５は、図３のコーデ
ィネート条件テーブルでは無制限条件に関して「有り」となっているので、「全ての商品
を第２の商品の候補商品とすることが可能」というコーディネート条件を取得する。また
、コーディネート条件取得部２５が「第１の商品はＤ社サイトでの取り扱い商品」という
提供元情報を取得した場合には、コーディネート条件取得部２５は、図３のコーディネー
ト条件テーブルでは、提供元条件に関して「Ｂ社」となっており、ブランド条件に関して
「ブランドα及びブランドβ」となっており、価格条件に関して「５０００円以下」とな
っているので、「Ｄ社取り扱い商品、Ｂ社取り扱い商品、ブランドαの商品、ブランドβ
の商品、及び５０００円以下の商品を第２の商品の候補商品とすることが可能」というコ
ーディネート条件を取得する。また、コーディネート条件取得部２５が「第１の商品はＢ
社での取り扱い商品」という提供元情報を第１の商品特定画像であるＱＲコード（商標登
録）を介して取得した場合には、図３のコーディネート条件テーブルでは全ての条件に関
して「無し」となっているので、「Ｂ社取り扱い商品のみ第２の商品の候補商品とするこ
とが可能」というコーディネート条件を取得する。なお、ＱＲコード（登録商標）を介し
て情報が取得される場合については、後で説明する。なお、図３の場合には、コーディネ
ート条件テーブルに記載されている条件（集合）を和集合として説明したが、これに限定
されるものではない。例えば、積集合となる条件（集合）をコーディネート条件テーブル
に記載してもよい。また、コーディネート条件データベースには、後述する候補商品条件
を有していてもよい。
【００６４】
　商品群生成部２７（図２を参照）は、商品データベース３３に接続されており、第２の
商品の候補商品によって構成される第１の商品群を生成する。具体的には、商品群生成部
２７は、コーディネート条件取得部２５からコーディネート条件を取得し、商品データベ
ース３３に記憶されている商品の中からコーディネート条件を満たす商品を第２の商品の
候補商品として選択することにより、第１の商品群を生成する。
【００６５】
　さらに、商品群生成部２７は、第２の商品の候補商品の提供元が設定する第２の商品の
候補商品との組み合わせが可能な商品に関する情報（候補商品条件）に基づいて、第２の
商品群を生成してもよい。すなわち、第２の商品の候補商品の提供元が図３に示すような
商品の組み合わせが可能な商品に関する情報（候補商品条件）を設定し、候補商品条件と



(14) JP 6208634 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

コーディネート条件に基づいて第２の商品群が生成されてもよい。具体的には、第１の商
品がトップス（提供元はＢ社）であり第２の商品がボトムスである場合には、トップスの
提供元であるＢ社が設定するコーディネート条件を満たし、且つ、ボトムスの提供元が設
定する候補商品条件を満たすボトムスが商品群生成部２７に選択される。図３に示したコ
ーディネート条件が候補商品条件でもあるとすると、Ｂ社製品はＤ社製品と組み合わせ（
コーディネート）が可能であり、Ｄ社製品もＢ社製品と組み合わせ（コーディネート）が
可能であるので、Ｄ社製品のボトムスが第２の候補商品として選択される。なお、例えば
、候補商品条件は、商品群生成部２７によりコーディネート条件データベース３７から取
得される。
【００６６】
　また、コーディネートが３つの商品以上で行われれる場合にも上述したように、商品群
生成部２７は第２の商品群を生成してもよい。すなわち、コーディネートされる各商品の
提供元が設定する各条件（コーディネート条件及び候補商品条件）を全て満たす商品によ
り商品群が構成されてもよい。なお、候補商品条件とは、コーディネート条件と同様に組
み合わせが可能な商品に関しての条件であるが、必ずしもコーディネート条件と候補商品
条件とは一致してもよいし一致していなくてもよい。例えば、候補商品条件は、コーディ
ネート条件よりも制限が緩和された条件であってもよい。
【００６７】
　図４は、商品データベース３３に保存される商品に関するデータのデータ構造概念図で
ある。商品データベース３３には、第１の商品及び第２の商品を含む複数の商品の情報が
記憶されている。また、商品データベース３３に記憶される商品に関するデータ（情報）
は、例えば、単数又は複数のＥＣサイトから取得してもよい。商品データベース３３が複
数のＥＣサイトから商品に関するデータを取得すると、ＥＣ間を横断した商品の選択をユ
ーザに提供できる。
【００６８】
　図４に示すように、商品データベース３３には商品情報として、「商品ＩＤ」、「カテ
ゴリ」、「商品画像」、「デザイン特徴量」、「ＥＣサイト」、「ブランド」、「在庫」
、「サイズ」、及び「価格」に関する情報が登録されている。ここで、「商品ＩＤ」は各
商品に対して固有の識別情報であり、同じ商品であっても提供元（サプライヤ、ＥＣサイ
ト、販売店）が異なれば異なる商品ＩＤが付与されてもよい。したがって、商品ＩＤによ
り、商品がどこの提供元から提供されているかを認識することができる場合もある。
【００６９】
　「カテゴリ」とは商品のカテゴリであり、カテゴリの例として、トップス、パンツ（ボ
トムス）、帽子、靴等があり、他の商品と組み合わせる（コーディネートする）際に有用
な情報となる。「商品画像」は、商品が撮影された画像のデータである。
【００７０】
　「デザイン特徴量」は、例えば、商品画像の物理量（商品の色に関する情報、商品の柄
に関する情報、商品の形に関する情報、及び商品の質感に関する情報）及び物理量と関連
付けられた感性語を有する。商品画像を画像解析して得られる「色」に関する情報はＨ（
色相）、Ｓ（彩度）、及びＶ（明度）やＲＧＢ（赤、緑、青）によって表される。
【００７１】
　「柄」に関するデザイン特徴量は、例えば柄サイズや柄密度によって表される。柄サイ
ズは商品が有する柄のサイズであり、例えば面積で表される。また、柄密度は、ある一定
の範囲にどれだけ柄が密集して配置されているかが示されており、例えば「密度が高い」
や「密度が低い」等で表される。
【００７２】
　「形」に関する情報とは、商品の特徴的な形又は商品を識別することが可能となる形に
関する情報のことである。形に関する情報は、例えば、襟の形状や、細身、又はゆったり
等の情報である。「質感」に関する情報は、例えば光沢度や透け度等であり、商品画像を
画像解析することによって得られる情報である。
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【００７３】
　次に物理量と関連付けられた感性語に関する情報に関して説明する。先ず、物理量と感
性語との関係に関して説明する。
【００７４】
　図５は、感性空間４０及び物理計測空間４２の関係を示す概念図である。物理計測空間
４２から感性空間４０への変換は変換テーブルＴによって行われる。すなわち、変換テー
ブルＴは、感性空間４０における領域（以下「感性領域４４」と表記する）に対応する物
理計測空間４２における領域（以下「物理量領域４６」と表記する）を規定する。図５に
示すように、感性空間４０において感性語毎に割り当てられる感性領域４４があり、各感
性領域４４に関し、物理計測空間４２において対応する物理量領域４６がある。図５に示
す例では、ある感性語が感性領域４４ａを占める場合、色のデザイン特徴量、柄のデザイ
ン特徴量及び質感のデザイン特徴量に関する物理計測空間４２における特定の物理量領域
４６がその感性領域４４ａに対応付けられている（図５の斜線部参照）。
【００７５】
　変換テーブルＴは、この感性空間４０において表される感性領域４４と、物理計測空間
４２において表される物理量領域４６との関連付けを規定するものであり、感性空間４０
上のデータを物理計測空間４２上のデータに変換するために使用される。
【００７６】
　尚、図５に示す例では、「ＲＧＢ（赤緑青）データによって規定される色特徴量」、「
柄密度及び柄サイズによって規定される柄特徴量」及び「光沢度及び透け度によって規定
される質感特徴量」が物理計測空間４２における物理量領域４６を定める基準として用い
られているが、これらに限定されない。
【００７７】
　上述したように商品画像の物理量に関連付けられた感性語に関する情報が商品データベ
ース３３には登録されている。すなわち、商品データベース３３には、商品画像から画像
解析によって得られる物理量から、変換テーブルＴを使用して求められる感性語が商品毎
に登録されている。
【００７８】
　図４に戻って、商品データベース３３には、さらに商品についての「ＥＣサイト（店舗
）」、「ブランド」、「在庫」、「サイズ」、及び「価格」が登録されている。なお、商
品情報は図４に示したものに限定されず、商品に関する他の様々な情報が商品情報として
商品データベース３３に登録されてもよい。
【００７９】
　画像取得部２９（図２を参照）は、商品群生成部２７により生成された第２の商品の候
補商品により構成される第１の商品群の画像を取得する。そして、画像取得部２９は、取
得した第２の商品の候補商品の画像を、サーバ送信部２１を介してクライアント端末１１
に送信する。例えば、画像取得部２９は、商品群生成部２７により取得した第２の商品の
候補商品の商品ＩＤに基づいて、商品データベース３３に記憶されている商品画像を取得
する。その後、画像取得部２９は、サーバ送信部２１を介してクライアント端末１１に、
取得した商品画像を送信する。
【００８０】
　変更指示受付部３４は、コーディネート条件の変更指示を受け付ける。具体的には、変
更指示受付部３４は、クライアント端末１１又はＥＣサイト（第１の商品提供システム）
から送信されるコーディネート条件の変更指示を、サーバ受信部２２を介して受け付ける
。そして、変更指示受付部３４は、受け付けたコーディネート条件の変更指示を条件書換
部３５に送信する。
【００８１】
　条件書換部３５は、送られてきたコーディネート条件の変更指示に基づいて、コーディ
ネート条件データベース３７に記憶されているコーディネート条件を書き換える。例えば
、条件書換部３５は、図３で説明を行ったＡ社のコーディネート条件を図６に示すような
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条件に書き換える。すなわち、条件書換部３５は、変更指示受付部３４から送られてくる
変更指示に基づいて「第１の商品はＡ社サイトでの取り扱い商品」のコーディネート条件
を「Ａ社取り扱い商品、ブランドαの商品、ブランドβの商品、及び２００００円以上の
商品を第２の商品の候補商品とすることが可能」に変更する。また、条件書換部３５は、
ある一定の期間はコーディネート条件を変更し、その期間が過ぎたらコーディネート条件
を元に戻すこともできる。
【００８２】
　次に、クライアント端末１１に関して説明する。
【００８３】
　図７は、クライアント端末１１の外観を示す概念図である。クライアント端末１１は、
前面に表示部６７を備え、表示部６７にはタッチパネルが併せて設置されている。タッチ
パネルは端末受付部６０（図９を参照）として機能する。
【００８４】
　表示部６７には、第１の商品の商品画像７１又は第１の商品の候補商品の商品画像７０
が表示される。例えば、表示部６７には第１の商品の候補商品の商品画像７０が複数表示
可能であり、その複数の第１の商品の候補商品の商品画像７０をユーザが参照し、第１の
商品の候補商品の中から第１の商品がユーザによって特定される。また、表示部６７には
、第１の商品が特定されると第１の商品の商品画像７１が表示される。
【００８５】
　また、表示部６７には、特定された第１の商品に対してコーディネートが可能であるこ
とを示すコーディネート可能画像７２が表示される。コーディネート可能画像７２がタッ
チパネル（端末受付部６０）を介してユーザにより選択されると、クライアント端末１１
からコーディネートサーバ１０に第１の商品販売情報が送信される。なお、コーディネー
ト可能画像７２の表示及び非表示の決定は端末コントローラ６８により決定され、第１の
商品のコーディネート条件によっては、コーディネート可能画像７２を表示部６７に表示
せずに、第１の商品が他の商品とコーディネートされることを防ぐ（ブロックする）こと
ができる。ここで、「第１の商品販売情報」は、第１の商品を特定するための「第１の商
品特定情報」を含み、さらに「コーディネート条件」及び「第１の商品の提供元を示す提
供元情報」のうち少なくとも一方とを含む。
【００８６】
　図８は、クライアント端末１１の表示部６７にコーディネートルームが表示されている
ことを示す概念図である。コーディネートルームでは、表示部６７に第１の商品の商品画
像７１と第２の商品の商品画像７４とが並べて表示され、ユーザは表示部６７の表示を確
認することで第１の商品と第２の商品との調和を検討することができる。なお、コーディ
ネートルームの表示形態は図８に示されたものに限定されるものではない。
【００８７】
　図９は、クライアント端末１１の機能構成例を示すブロック図である。
【００８８】
　本例のクライアント端末１１は、主に端末受付部（入力指示受付部）６０、端末外部入
出力部（端末通信部）６３、表示制御部６５、表示部６７及び端末コントローラ６８を有
する。なお、端末外部入出力部６３は、端末送信部６１及び端末受信部６２を備える。
【００８９】
　端末受付部６０は、クライアント端末１１におけるユーザ操作に関するデータを受け付
ける。ここで、ユーザ操作とは、クライアント端末１１を使ってユーザにより行われる操
作の全てを意味する。したがってユーザ操作は、例えば、第１の商品の選択のための操作
及び第２の商品の選択のための操作を含む。また、ユーザ操作は、商品の注文操作、複数
の商品の組み合わせを行うコーディネート操作、商品のお気に入りへの登録操作、商品の
詳細情報の閲覧操作、商品の高評価を示す操作、他人への推薦操作、及びショッピングカ
ートへの登録操作を含む。
【００９０】



(17) JP 6208634 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

　クライアント端末１１がスマートフォン等のポータブル端末の場合、クライアント端末
１１に設けられたボタン類やタッチパネルを端末受付部６０として利用することが可能で
ある。ユーザは、端末受付部６０を介して任意の手法でデータ類を入力可能であり、デー
タ類を端末受付部６０に直接入力してもよいし、表示部６７に表示される複数の候補の中
から１以上の所望のデータ類を端末受付部６０を使って選択することで入力してもよい。
【００９１】
　端末外部入出力部６３は、ネットワーク１２を介してコーディネートサーバ１０及びＥ
ＣサイトＥＣ０～ＥＣｎに接続され、コーディネートサーバ１０及びＥＣサイトＥＣ０～
ＥＣｎとデータ（情報）の送受信を行うことができる。なお、端末外部入出力部６３は、
データを受信する端末受信部６２及びデータを送信する端末送信部６１を備える。
【００９２】
　表示制御部６５は、表示部６７の表示全般をコントロールする。例えば、表示制御部６
５は、端末受信部６２が受信した第１の商品の候補商品の商品画像、第１の商品の商品画
像、第２の商品の候補商品の商品画像、及び第２の商品の商品画像を表示部６７に表示さ
せる。
【００９３】
　端末コントローラ６８は、端末外部入出力部６３（端末送信部６１及び端末受信部６２
）、端末受付部６０及び表示制御部６５を制御して上述の処理又は他の処理を各部に実行
させる。なお、端末コントローラ６８は、クライアント端末１１の図示しない各部も制御
する。
【００９４】
　図１０及び図１１は、コーディネートシステム１の動作を示すフロー図である。
【００９５】
　最初に、図１０の動作フロー図に関して説明する。先ず、クライアント端末１１の表示
制御部６５は、端末受信部６２を介して、第１の商品の複数の候補商品を示す商品候補情
報（第１の商品候補情報）を取得する（ステップＳ１０）。例えば、商品候補情報は、第
１の商品の候補商品の商品画像であり、単数又は複数のＥＣサイト（第１の商品提供シス
テム）から取得される。また、商品候補情報は、コーディネートサーバ１０の画像取得部
２９により商品データベース３３から取得されてもよい。
【００９６】
　その後、端末コントローラ６８は、表示制御部６５により、取得した第１の商品の候補
商品の商品画像を表示部６７に表示させる（ステップＳ１２）。そして、端末コントロー
ラ６８は、表示部６７に表示された複数の第１の商品の候補商品の中から、端末受付部６
０を介してユーザにより選択された第１の商品を特定する（ステップＳ１４）。その後、
端末コントローラ６８は、特定された第１の商品を示す第１の商品特定情報を含む、第１
の商品販売情報を、端末外部入出力部６３及びネットワーク１２を介してコーディネート
サーバ１０に送信する（ステップＳ１６）。
【００９７】
　その後、コーディネートサーバ１０のコーディネート条件取得部２５は、サーバ受信部
２２を介して、第１の商品販売情報を受信する（ステップＳ１８）。そして、コーディネ
ート条件取得部２５は、第１の商品販売情報に基づいて、コーディネート条件データベー
ス３７よりコーディネート条件を取得する（ステップＳ２０：コーディネート条件取得ス
テップ）。それから、商品群生成部２７は、取得されたコーディネート条件に基づいて第
２の商品の候補商品から構成される第１の商品群を生成する（ステップＳ２２：商品群生
成ステップ）。
【００９８】
　次に、図１１の動作フロー図に関して説明する。コーディネートサーバ１０の画像取得
部２９は、商品群生成部２７が生成した第１の商品群（第２の商品の候補商品で構成され
ている商品群）に関する商品画像を商品データベース３３から取得する（ステップＳ３０
）。その後、サーバ送信部２１を介して、画像取得部２９が取得した商品画像はクライア
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ント端末１１に送信される（ステップＳ３２）。
【００９９】
　次に、クライアント端末１１の端末コントローラ６８は、端末受信部６２で第２の商品
の候補商品の商品画像を受信する（ステップＳ３４）。そして、端末コントローラ６８は
、表示制御部６５により第２の商品の候補商品の商品画像を表示部６７に表示する（ステ
ップＳ３６）。
【０１００】
　以上で説明したように、本実施形態のコーディネートサーバ１０、コーディネートシス
テム１、及びコーディネート方法によれば、コーディネート条件に基づいて、第２の商品
の候補商品によって構成される第１の商品群が生成されるので、コーディネート条件の設
定者の意向が反映された第２の商品の候補商品によって構成される第１の商品群をユーザ
に提供することができる。
【０１０１】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態では、第１の商品がレコメンド情報に基づいてクライアント端末
１１において特定される。
【０１０２】
　第２実施形態のコーディネートサーバ１０及びクライアント端末１１の機能構成は、図
２及び図９に示した第１実施形態で説明を行ったものと同じであるので、説明は省略され
る。
【０１０３】
　図１２は、コーディネートシステム１の動作を示すフロー図である。
【０１０４】
　先ず、クライアント端末１１の端末コントローラ６８は、端末受信部６２によりレコメ
ンド商品を示すレコメンド商品情報を取得する（ステップＳ４０）。ここで、レコメンド
商品情報は、例えば提供元が予め設定し、ユーザに対して勧める商品に関しての情報であ
る。また、レコメンド商品情報によりユーザにレコメンドされる（勧められる）商品は、
単数でもよいし複数でもよい。さらに、レコメンド情報が設定、生成、及び記憶される場
所は特に限定されず、様々な場所を採用することができる。例えば、レコメンド商品情報
は、第１の商品提供システムからネットワーク１２及び端末外部入出力部６３を介して端
末コントローラ６８に送信されてもよい。
【０１０５】
　その後、端末コントローラ６８は、レコメンド商品情報に基づいて、第１の商品を特定
する（ステップＳ４２）。なお、レコメンド商品情報によりレコメンドされる商品が単数
の場合には、レコメンド商品情報によりレコメンドされる商品が端末コントローラ６８に
より特定される。一方、レコメンド商品情報によりレコメンドされる商品が複数の場合は
、ユーザがレコメンド商品の中から第１の商品を特定する。そして、端末コントローラ６
８は、端末送信部６１を介して特定された第１の商品に基づく第１の商品販売情報を送信
する（ステップＳ４４）。
【０１０６】
　次に、コーディネートサーバ１０のコーディネート条件取得部２５は、サーバ受信部２
２を介して、第１の商品販売情報を受信する（ステップＳ４６）。そして、コーディネー
ト条件取得部２５は、第１の商品販売情報に基づいて、コーディネート条件データベース
３７よりコーディネート条件を取得する（ステップＳ４８）。それから、商品群生成部２
７は、取得されたコーディネート条件に基づいて第２の商品の候補商品から構成される第
１の商品群を生成する（ステップＳ５０）。
【０１０７】
　以上で説明したように、本実施態様は、クライアント端末１１において、レコメンド商
品である第１の商品が特定され、特定された第１の商品の基づく第１の商品販売情報がコ
ーディネートサーバ１０に送信される。よって、本実施態様は、レコメンド商品である第
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１の商品に基づいて生成された第１の商品群を第２の商品の候補商品としてユーザに提供
することができる。
【０１０８】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態では、第１の商品がレコメンド情報に基づいてコーディネートサ
ーバ１０において特定される。
【０１０９】
　第３実施形態のコーディネートサーバ１０及びクライアント端末１１の機能構成は、図
２及び図９に示した第１実施形態のものと同じであるので、説明は省略される。
【０１１０】
　図１３は、第３実施形態のコーディネートシステム１の動作フロー図である。
【０１１１】
　先ず、クライアント端末１１の端末コントローラ６８は、端末受信部６２によりレコメ
ンド商品を示すレコメンド商品情報を取得する（ステップＳ６０）。そして、端末コント
ローラ６８は、端末送信部６１を介して第１の商品販売情報を送信する（ステップＳ６２
）。なお、送信される第１の商品販売情報が有する第１の商品特定情報は、レコメンド商
品情報を含む。
【０１１２】
　そして、コーディネートサーバ１０のコーディネート条件取得部２５は、サーバ受信部
２２を介して、第１の商品販売情報を取得する（ステップＳ６４）。その後、コーディネ
ートサーバ１０のコーディネート条件取得部２５は、第１の商品特定情報に含まれるレコ
メンド商品情報が示すレコメンド商品を第１の商品として特定する（ステップＳ６６）。
そして、コーディネート条件取得部２５は、第１の商品販売情報に基づいて、コーディネ
ート条件データベース３７よりコーディネート条件を取得する（ステップＳ６８）。それ
から、商品群生成部２７は、取得されたコーディネート条件に基づいて第２の商品の候補
商品から構成される第１の商品群を生成する（ステップＳ７０）。
【０１１３】
　以上で説明したように、本実施態様によれば、コーディネートサーバ１０において、レ
コメンド商品である第１の商品が特定され、特定された第１の商品に基づいてコーディネ
ート条件が取得され、そのコーディネート条件に基づいて第１の商品群が生成される。こ
れにより、本実施態様は、コーディネートサーバ１０において特定されたレコメンド商品
である第１の商品に基づいて生成された第１の商品群を第２の商品の候補商品としてユー
ザに提供することができる。
【０１１４】
　（第４実施形態）
　本発明の第４実施形態では、第２の商品がコーディネートサーバ１０において特定され
る。
【０１１５】
　なお、第４実施形態のクライアント端末１１の機能構成は、図９に示した第１実施形態
のものと同じであるので、説明は省略される。
【０１１６】
　図１４は、第４実施形態のコーディネートサーバ１０の機能構成例を示すブロック図で
ある。なお、図２で示した機能構成例と同じブロックは同じ符号を付し説明は省略する。
【０１１７】
　図１４に示すコーディネートサーバ１０の機能構成例を示すブロック図は、図２で示す
機能構成例を示すブロック図と比較して、第２の商品特定部７６が追加されている。また
、第２の商品特定部７６は、商品群生成部２７と画像取得部２９との間に設置される。
【０１１８】
　第２の商品特定部７６は、第１の商品群を構成する第２の商品の候補商品の中から第２
の商品を特定する。すなわち、第２の商品特定部７６は、商品群生成部２７により生成さ
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れた第２の商品の候補商品から構成される第１の商品群において、第２の商品を特定する
。第２の商品特定部７６は、様々な情報や設定に基づいて第２の商品を特定することがで
きる。例えば、第２の商品特定部７６は、第２の商品に関するレコメンド情報により第２
の商品を特定してもよいし、ユーザのコーディネートサーバ１０の使用履歴から第２の商
品を特定してもよい。なお、ユーザのコーディネートサーバ１０の使用履歴は、例えば商
品データベース３３に商品と関連させて記憶されている。
【０１１９】
　図１５は、本態様のコーディネートシステム１の動作フロー図である。なお、図１５で
は、図１１と同様に商品群生成部２７が第１の商品群を生成した後のコーディネートシス
テム１の動作が示されている。
【０１２０】
　コーディネートサーバ１０の第２の商品特定部７６は、商品群生成部２７が生成した第
１の商品群の中から第２の商品を特定する（ステップＳ８０）。その後、画像取得部２９
は、第２の商品特定部７６が特定した第２の商品に基づいて第２の商品の商品画像を商品
データベース３３から取得し、取得した商品画像をクライアント端末１１に送信する。（
ステップＳ８２）。
【０１２１】
　次に、クライアント端末１１の端末コントローラ６８は、端末受信部６２で第２の商品
の商品画像を受信する（ステップＳ８４）。そして、端末コントローラ６８は、表示制御
部６５で第２の商品の候補商品の商品画像を表示部６７に表示する（ステップＳ８６）。
【０１２２】
　以上で説明したように、本実施態様では、第２の商品がコーディネートサーバ１０にお
いて特定され、第２の商品の画像がクライアント端末１１に送信される。
【０１２３】
　（第５実施形態）
　本発明の第５実施形態では、ＱＲコード（登録商標）、バーコード、及びＡＲマーカ（
Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙマーカ）等の第１の商品特定画像を読み取ることに
より、コーディネートサーバ１０に第１の商品販売情報を送信する。
【０１２４】
　なお、第５実施形態のコーディネートサーバ１０の機能構成は、図２に示した第１実施
形態のものと同じであるので、説明は省略される。
【０１２５】
　図１６は、第５実施形態のクライアント端末１１の機能構成例を示すブロック図である
。なお、図９で示した機能構成例と同じブロックは同じ符号を付し説明は省略する。
【０１２６】
　図１６に示したクライアント端末１１の機能構成例を示すブロック図では、図９に示し
たクライアント端末１１の機能構成例を示すブロック図と比較して、画像解析部７８及び
画像読取部８０が追加されている。なお、画像解析部７８及び画像読取部８０は端末コン
トローラ６８に制御され、画像解析部７８は端末送信部６１に接続されている。
【０１２７】
　画像読取部８０は、第１の商品特定画像を読み取ることができる。例えば、画像読取部
８０はカメラやバーコードリーダ等で構成される。画像読取部８０で読み取られた第１の
商品特定画像は、画像解析部７８に送信される。なお、第１の商品特定画像は、様々な場
所に付されており、例えば伝票やレシートに付されていてもよいし、広告等に付されてい
てもよい。
【０１２８】
　画像解析部７８は、画像読取部８０が読み取った第１の商品特定画像を解析することで
第１の商品販売情報を取得する。具体的には、画像解析部７８は、第１の商品特定画像を
解析することにより、第１の商品の商品ＩＤ又はレコメンド情報を取得し、さらにコーデ
ィネート条件又は提供元情報を取得する。そして、画像解析部７８は、取得した第１の商
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品販売情報を端末送信部６１によりコーディネートサーバ１０に送信する。
【０１２９】
　以上で説明したように本実施形態によれば、第１の商品特定画像を利用して第１の商品
を特定しコーディネートを行うことを実現することができる。
【０１３０】
　本発明の例に関して説明してきたが、本発明は上述した実施の形態に限定されず、種々
の変形が可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１３１】
　１…コーディネートシステム、１０…コーディネートサーバ、１１…クライアント端末
、１２…ネットワーク、２１…サーバ送信部、２２…サーバ受信部、２３…サーバ外部入
出力部、２５…コーディネート条件取得部、２７…商品群生成部、２９…画像取得部、３
３…商品データベース、３４…変更指示受付部、３５…条件書換部、３７…コーディネー
ト条件データベース、３８…条件記憶部、６０…端末受付部、６１…端末送信部、６２…
端末受信部、６３…端末外部入出力部、６５…表示制御部、６７…表示部、６８…端末コ
ントローラ、７２…コーディネート可能画像、７６…第２の商品特定部、７８…画像解析
部、８０…画像読取部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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